
 

 

 

 

 

 

１１月は「ふれあい月間」です 

 

今月は今年度第２回「ふれあい月間」となっております。児童同士が相互に気持ちよく

関わりあうことができるよう、日頃から芝浦小では取組をしておりますが、重点的に指導

をしていく期間になっています。具体的には以下のように取組です。 

 

①いじめ防止のための道徳授業の実施 

②ＳＮＳマナーについての授業の実施 

③生活についてのアンケート実施 

④人権標語を学級ごとに作成 

 

期間中は正門脇に横断幕も掲げ、保護者や地域の皆様

にも分かるように実施をしてまいります。 

特に、今学期は人権標語を学級ごとに作成するという特活的な取組も行います。これは、

昨年度の人権尊重教育推進校での研究を踏襲しながら今年度の取組を深めていく、芝浦小

学校独自の取組になります。できあがった学級標語はしばうらホールに掲示予定です。ホ

ームページを通しても、ご紹介させていただきます。 

「芸術の秋」とも呼ばれる１１月は、展覧会も行われます。児童相互のかかわりをよく

していくことで心の安定をはかり、落ち着いて作品を仕上げていくことができるよう、指

導をしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活指導だより      

平成２９年１１月１日 

港区立芝浦小学校 

校長  石井 卓之 

生 活 指 導 部 
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